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本報告書本文中に用いる分析の結果を表す用語の取扱いについて 

 

本報告書の本文中「３ 分 析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりと

する。 

 

① 断定できる場合 

・・・「認められる」 

 

② 断定できないが、ほぼ間違いない場合 

・・・「推定される」 

 

③ 可能性が高い場合 

・・・「考えられる」 

 

④ 可能性がある場合 

・・・「可能性が考えられる」 

・・・「可能性があると考えられる」 
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航空事故調査報告書 

 

所   属    株式会社ジンエアー 

型   式  ボーイング式７３７－８００型 

登 録 記 号  ＨＬ８２４３ 

事故の種類  機体の動揺による客室乗務員の負傷 

発 生 日 時  令和２年１月１２日 １３時１７分ごろ 

発 生 場 所  福岡空港の北西約３０km、ＦＬ２５０ 

  

令和３年４月１日 

運輸安全委員会（航空部会）議決 

                           委 員 長  武 田 展 雄（部会長） 

                           委   員  宮 下   徹 

                           委   員  柿 嶋 美 子 

                           委   員  丸 井 祐 一 

                           委   員  中 西 美 和 

                           委   員  津 田 宏 果 

 

１ 調査の経過 

1.1 事故の概要 株式会社ジンエアー所属ボーイング式７３７－８００型ＨＬ８２４３は、令和

２年１月１２日（日）、北九州空港を離陸し、大韓民国の仁川国際空港に向けて

巡航高度へ上昇中に機体が動揺し、客室乗務員１名が転倒して負傷した。 

1.2 調査の概要 運輸安全委員会は、令和２年１月１４日、本事故の調査を担当する主管調査官

ほか１名の航空事故調査官を指名した。 

本調査には、事故機の運航者国である大韓民国の代表が参加した。事故機の設

計・製造国であるアメリカ合衆国に航空事故の発生の通知をしたが、代表等の指

名はなかった。 

原因関係者からの意見聴取及び関係国への意見照会を行った。 
 

２ 事実情報 

                             
＊1 「ＰＦ」及び「ＰＭ」とは、２名で操縦する航空機における役割分担からパイロットを識別する用語である。ＰＦ

は、Pilot Fliyng の略で、主に航空機の操縦を行う。ＰＭは、Pilot Monitoring の略で、主に航空機の飛行状態の

モニター、ＰＦの行う操作のクロスチェック及び操縦以外の業務を行う。 

2.1 飛行の経過 機長、副操縦士、副操縦士昇格訓練を行っていた訓練生及び客室乗務員の口

述、飛行記録装置（以下「ＦＤＲ」という。）の記録、管制交信記録並びにレー

ダー航跡記録によれば、飛行の経過は概略次のとおりであった。 

株式会社ジンエアー所属ボーイング式７３７－８００型ＨＬ８２４３は、

令和２年１月１２日、機長ほか乗務員６名及び乗客１６７名の計１７４名が

搭乗し、同社の定期２６２便として、１３時０６分、仁川国際空港に向け北

九州空港を離陸した。同機には、機長がＰＭ＊1として左操縦席に、副操縦士

昇格訓練中の訓練生がＰＦ＊1として右操縦席に、副操縦士がオブザーバー用

座席に着座していた。 

運航乗務員は、同機の上昇中、高度１０,０００ftに達した時点で、機体

の揺れがないこと及び目視で上昇経路上に雲がないことを確認し、１３時 

１２分ごろ、客室内のシートベルト着用サインを消灯した。その後、同機は
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＊2 「ＦＬ」（フライトレベル）とは、標準大気の圧力高度で、高度計規正値を２９.９２inHg にセットしたときの高度

計の指示（単位はft）を１００で除した数値で表される高度である。日本では、通常１４,０００ft 以上の飛行高度

はフライトレベルが使用される。例として、ＦＬ２００は高度２０,０００ft を表す。 

巡航高度ＦＬ＊2３２０に向けて上昇を続けた。 

 
 

シートベルト着用サインを消灯後、機長は、出発前に確認した気象資料に

基づき上昇中に揺れが発生することを予想し、揺れの兆候を察知した場合又

は突然揺れた場合は速やかにシートベルト着用サインを点灯させ、客室乗務

員を着席させる等の対処方法を考えていた。 

一方、客室では、シートベルト着用サインが消灯した後、客室乗務員が免

税品の販売及び入国カードの配布を開始した。先任客室乗務員（以下「パー

サー」という。）は、乗客対応のため、後方ギャレーへ移動した。事故直前

の客室乗務員の配置は、図２のとおり。 

 

同機は、シートベルト着用サイン消灯後からＦＬ２５０付近まで、雲に入

ることも機体が揺れることもなく、機上気象レーダーやその他の計器指示に

揺れの兆候は確認されていなかったが、ＦＬ２５０に達した直後の１３時 

１７分ごろ、突然、機体が大きく揺れたため、直ちに機長はシートベルト着

用サインを点灯させた。この際、客室乗務員も速やかに着席するよう指示し

た。 

この揺れが生じた際、後方ギャレー中央部にいたパーサーは、機内前方を

向いて立っていたが、体を支えることができずに右側に転倒した。以後、

パーサーは、後部ギャレー付近にある客室乗務員用座席に着席し、右足首に

痛みがあること及び擦過傷を負っていることを確認した。その後も最初の揺

れよりは小さかったが、機体の揺れが継続した。ＦＬ２７０に達した後に機

図１ 推定飛行経路図

図２ 事故直前の客室乗務員の配置 

（大韓民国航空・鉄道事故調査委員会提供の図に加筆） 
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体の揺れが収まり、同機は福岡航空交通管制部に対して乱気流に遭遇したこ

とを通報した。なお、同機は、北九州空港離陸後の上昇初期から揺れに

遭遇し、これが収まるまでの間、自動操縦装置を使用して飛行してい

た。また、同機が揺れに遭遇した際、自動操縦装置が外れることはな

かった。 

機体の揺れが収まった後、機長は、乗客及びパーサー以外の客室乗務員は

負傷していない旨の報告を受け、目的地である仁川国際空港への飛行は可能

と判断し、同機は飛行を継続した。負傷したパーサーは、客室乗務員用座席

に着席したまま可能な業務を実施した。 

機長は、同機が仁川国際空港に到着した後、負傷したパーサーから詳しい

状況を聴取した。その後、パーサーは、ソウル市内の病院で右足首外側くる

ぶし骨折の診断を受けた。 

 

本事故の発生場所は、福岡空港の北西約３０km（北緯３３度４８分０８秒、東

経１３０度１６分２１秒）、ＦＬ２５０で、発生日時は令和２年１月１２日１３

時１７分ごろであった。 

2.2 負傷者 客室乗務員１名 重傷（右足首骨折） 

2.3 損壊 なし 

2.4 乗組員等 機長 ４７歳 

 定期運送用操縦士技能証明書（飛行機）     ２０１５年１２月２１日 

  限定事項 ボーイング式７３７型        ２００８年１１月 ３日 

  第１種航空身体検査証明書  

  有効期限                     ２０２０年１月３１日 

  総飛行時間                       ８,５９３時間１１分 

最近３０日間の飛行時間                   ６２時間４４分 

同型式機による飛行時間                   ３,５１９時間５０分 

最近３０日間の飛行時間                   ６２時間４４分 

副操縦士 ３６歳 

 事業用操縦士技能証明書（飛行機）        ２０１９年１月 ８日 

  限定事項 ボーイング式７３７型          ２０１８年１月３０日 

  第１種航空身体検査証明書  

  有効期限                     ２０２０年４月３０日 

  総飛行時間                       ２,１１０時間３２分 

最近３０日間の飛行時間                   ４５時間０１分 

同型式機による飛行時間                   １,１０６時間５６分 

最近３０日間の飛行時間                   ４５時間０１分 

訓練生 ３４歳 

 事業用操縦士技能証明書（飛行機）        ２０１９年１０月２日 

  限定事項 ボーイング式７３７型          ２０１９年１０月８日 

  第１種航空身体検査証明書 

  有効期限                    ２０２０年１１月３０日 

  総飛行時間                       １,１５０時間２０分 

最近３０日間の飛行時間                   ４６時間１０分 

同型式機による飛行時間                     １１２時間３８分 

最近３０日間の飛行時間                   ４６時間１０分 
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＊3 「ＭＡＣ」とは、Mean Aerodynamic Chord の略であり、空力平均翼弦のことをいう。翼の空力的な特性を代表する

翼弦（翼の前縁から後縁までの直線）のことで、後退翼など翼弦が一定でない場合にその代表翼弦長を表す。○○％

MAC とは、この空力平均翼弦の前縁から○○％の位置を示す。 
＊4「シアー」とは、大気中の近い距離で風向又は風速の差があるときの風向風速の差のことである。 

2.5 航空機等 航空機型式：ボーイング式７３７－８００型、 

製造番号：３８８２５、製造年月日：２０１２年１月３１日 

耐空証明書                          ＡＢ１２００５ 

耐空類別                        飛行機 輸送Ｔ 

総飛行時間                      ２５,１２１時間３３分 

 

事故当時、同機の重量は１３７,７６０lb、重心位置は２６.０％ＭＡＣ＊3と推

算され、いずれも許容範囲内にあったものと推定される。 

2.6 気象 (1) 北九州空港出発前に確認した上層風の予報 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

運航乗務員が北九州空港出発前に確認した上層風予報図（１月１２日０３時

００分のデータに基づく事故当日１２時００分の予報）（図３参照）の緑色

の実線で囲まれた部分は風の鉛直方向のシアー＊4が６～１２kt／１,０００

ft、黄色の実線で囲まれた部分は同シアーが１２～１５kt／１,０００ft とな

る空域である。一般に、同シアーが１０kt／１,０００ft 以上であると、飛行

機に並（Moderate）の揺れを、１５kt／１,０００ft 以上であると強い

（Severe)揺れを発生させる可能性があるとされている。 

この上層風予報図では、当日の飛行計画経路における上昇中、ＦＬ２４０か

らＦＬ２７０の間、同シアーが１２～１５kt／１,０００ft となることが示さ

れていた。 

(2) 気象資料による解析 

令和２年１月１２日９時の高層断面図（ＡＸＪＰ１３０）(図４)によれば、

図３ 北九州空港出発前に確認した上層風予報図 

（ジンエアーから提供された資料に加筆） 
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福岡の北ＦＬ３２０付近にジェット気流の中心があると解析されていたほか、

福岡上空ＦＬ２４０より高い高度では、１,０００ft 上昇するごとに、風速が

２０kt程度増加するという変化があると解析されていた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) その他 

同機の飛行経路近傍において、機体に揺れを生じさせるような雲は観測され

ておらず、また、本事故の発生前に、事故発生空域付近で乱気流に遭遇したと

のＰＩＲＥＰ（飛行中の操縦者から通報された気象報告）はなかった。 

2.7 その他必要な

事項 

(1) ＦＤＲの記録 

  ＦＤＲに、１３時１７分１４秒

から１３時１７分２６秒の間で、

加速度、飛行姿勢及び風のデータ

が変動していることが記録されて

いた。データ変動の詳細は、以下

のとおりである。 

 ① 加速度（図５） 

垂直加速度（水平飛行中静穏

時の状態は１Ｇ）は、１３時 

１７分１４秒から１５秒にかけ

て１.１９Ｇ（図中ａ）から  

０.８Ｇ（図中ｂ）まで減少し

た後、１３時１７分１６秒にか

けて１.４９Ｇ（図中ｃ）まで増加していた。その後、同２６秒までの間、

小刻みな変動を繰り返していた。 

図４ 高層断面図（ＡＸＪＰ１３０）（令和２年１月１２日９時） 

（気象庁資料に加筆） 
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＊5 「ＡＵＴＯ」とは、フラップ及び脚が完全に収納されている場合、客室内のシートベルト着用サインが消灯し、フ

ラップが下げられている状態又は脚が下げられている状態の場合、当該サインが点灯する機能のことである。事故発

生当時、同機はフラップ及び脚は完全に収納された状態であり、「ＡＵＴＯ」位置にすることでシートベルト着用サ

インが消灯した。 
＊6 「後方乱気流」とは、飛行中の航空機の後方に生じる、エンジン排気及び機体の翼端から生じる渦流のことである。  

また、左右方向の加速度（水平飛行中静穏時の状態は０Ｇ）は、１３時 

１７分１４秒から１５秒にかけて右０.０２Ｇ（図中ｄ）から右０.２Ｇ（図

中ｅ）へ変化した後、１３時１７分１６秒にかけて左０.１８Ｇ（図中ｆ）

へ変化し、徐々に収束していった。 

 ② 飛行姿勢（図６） 

   バンク角は、１３時１７分 

１４秒から１５秒にかけて、０

度（水平）付近（図中ｇ）から

右４.７°（図中ｈ）へ変化し

た後、１３時１７分１７秒にか

けて左５.５°（図中ｉ）まで

変化していた。 

飛行機の針路（磁方位）は、

１３時１７分１５秒から１６秒

にかけて３１７°（図中ｊ）か

ら３１４°（図中ｋ）へ変化し

ていた。 

 ③ 風（図７） 

１３時１７分１４秒から１８秒

にかけて、向かい風成分が６８kt

（図中ｌ）から４４kt（図中ｍ）

に減少するとともに、左方向から

の横風成分が８２kt（図中ｎ）か

ら１１４kt（図中ｏ）へ増加して

いた。 

上記期間に、風速は１２０ktか

ら１４０ktへ増加していた。 

また、ＦＤＲの記録には、同機

の動揺前に、乱気流等の前兆とな

る顕著な変化はなかった。 

(2) 同社のシートベルト着用サイン運用に関する規定 

同社のＰＯＭ（Pilot Operating Manual）には、上昇中に高度１０,０００

ftに達した時点で、大気の状態が静穏で、機内与圧が正常であることを確認し

た後、シートベルト着用サインのスイッチを「ＡＵＴＯ」＊5位置とすることが

規定されている。また、ＦＯＭ（Flight Operating Manual）には、高度    

１０,０００ftに達した際に、「弱」又はそれ以上の揺れがある場合は、当該ス

イッチを「ＡＵＴＯ」位置にするのを遅らせることが規定されている。 

(3) 後方乱気流の影響 

レーダー航跡記録によれば、同機に後方乱気流＊6の影響を与える可能性のあ

る航空機は、同機周辺を飛行していなかった。 
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３ 分析 

3.1 気象の関与 あり 

3.2 操縦者の関与 なし 

3.3 機材の関与 なし 

3.4 判明した事項

の解析 

(1) 機体の突然の動揺 

事故が発生した空域の近傍には雲は観測されていなかったが、2.6(2)で述べ

たように、同空域付近にジェット気流とその下方に２０kt／１,０００ft程度

の鉛直方向のシアーが存在していたものと推定される。また、同機の周辺で後

方乱気流の影響を与える航空機は飛行していなかったことから、同空域には

ジェット気流の影響による晴天乱気流が発生していたものと推定される。この

晴天乱気流により同機の機体の動揺が発生したものと推定される。 

なお、同機の飛行経路上に乱気流の存在を予想させる雲がなかったことに加

え、ＦＤＲの記録において操縦席内の計器上における乱気流の前兆となる顕著

な変化も確認されなかったことから、運航乗務員が察知できる揺れの兆候はな

かったものと考えられる。 

(2) 航路気象の判断とシートベルト着用サインの運用 

運航乗務員は、当該便の出発前の気象資料から、北九州空港離陸後の上昇中

にＦＬ２４０からＦＬ２７０の間でシアーに遭遇して揺れることが予想できて

いた。また、仁川国際空港を出発する前に確認した前便の気象資料では強い揺

れの可能性が示されていたが、実際の飛行における揺れが弱かったこと、及び

北九州空港出発前に確認した事故が発生した便における揺れの程度の予報が前

便よりも好転し、並みの揺れの可能性が示されていたこともあり、北九州空港

離陸後に遭遇する揺れは強いものではないと判断していた可能性が考えられ

る。このため、運航乗務員は、揺れが予想されている空域へ接近する際にシー

トベルト着用サインを点灯しなかった可能性が考えられる。 

運航乗務員は、飛行前の気象資料で得られた情報を活用し、シートベルト着

用サインの運用について、より安全サイドに立って判断することが望ましい。 

(4) 前便の仁川国際空港から北九州空港への飛行中における揺れの状況 

同機の乗務員は、事故当日、本事故の前便である仁川国際空港から北九州空

港の運航（同社の定期２６１便）を行っていた。この飛行前ブリーフィングで

確認した資料（１月１１日２１時００分のデータに基づく事故当日１２時００

分の予報）によれば、北九州空港へ降下する際に通過する空域において、１５

kt／１,０００ft以上の鉛直方向のシアーが予報されていた。 

先に述べたように、一般に、１５kt／１,０００ft以上の鉛直シアーがある

場合、飛行機に強い(Severe)揺れが生じる可能性があるとされているが、実際

の飛行では、ＦＬ３３０からの降下中、弱い揺れが断続的に生じる程度であっ

た。 

(5) 乗務員間における揺れの情報の共有状況 

機長は、北九州空港出発前に新しい気象情報を入手した後、乗務員に対し

て飛行前ブリーフィングを行い、巡航高度への上昇中に揺れが予想されるので

気をつけるようにとの指示を伝えた。 

一方、同機が同空港を離陸し、シートベルト着用サインが消灯してから機

体に大きな揺れが発生するまでの間、運航乗務員から客室乗務員に対して揺れ

が予想されている空域に近づいている等の情報提供は行われていなかった。 
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(3) パーサーの転倒 

パーサーは飛行前のブリーフィングで機長から上昇中に揺れが予想されるの

で気を付けるように指示されていたが、強い揺れが発生した当時、シートベル

ト着用サインが消灯しており、運航乗務員から揺れが予想される空域に近づい

ているとの情報も得ていなかった。このため、同機が短時間に垂直方向及び左

右方向の加速度が不規則に増減を繰り返し、左右方向及びロール方向の不規則

な揺れが同時に発生した際、立っていたパーサーはバランスを崩して転倒した

ものと推定される。 

 

４ 原因 

本事故は、同機が上昇中、晴天乱気流に遭遇して機体が大きく揺れたため、後方ギャレー中央部に

立っていた客室乗務員が転倒し、右足首を負傷したものと推定される。 

 

５ 再発防止策 

本事故の発生を受け、同社は、運航乗務員に対して次のとおり再発防止策を講じた。 

(1) 本事故概要を周知した。 

(2) 運航乗務員の飛行前ブリーフィングにおいて、予想される乱気流の対応手順を綿密に確認するこ

と、及び気象情報を綿密に検討し乱気流による危害防止策を講じることを指示した。 
(3) 運航乗務員と客室乗務員が行う飛行前ブリーフィングにおける気象情報に関する詳細なブリー

フィングを行うこと、及びＦＯＭで規定されたシートベルト運用手順を再確認することを指示し

た。 

(4) 揺れの予想に応じ、慎重にシートベルト着用サインを運用するよう指示した。 

 


